
 

 

 

 

 

もにす認定制度をご存じですか？ 
 

もにす認定制度とは、障害者の雇用の促進および雇用

の安定に関する取組みの実施状況などが優良な中小事

業主を厚生労働大臣が認定する制度です。認定事業主に

なると、以下のメリットがあります。なお、認定に有効

期限はありません。 

 

◆障害者雇用優良中小事業主認定マークが使用できる 

事業主の広告や労働者の募集の用に供する広告や商

品等に認定マーク（愛称：もにす（企業と障害者が、明

るい未来や社会の実現に向けて「ともにすむ」という思

いが込められている））を付すことができます。 

 

◆周知広報の対象となる 

認定事業主の情報は、厚生労働省および都道府県労働

局のホームページに掲載されます。また、ハローワーク

の求人票に認定マークが表示されます。 

そのほかにも、公共調達等における加点評価を受けら

れたり、日本政策金融公庫の低利融資対象となったりす

る場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆認定事業主になれるのは？ 

常時雇用する労働者が 300 人以下の中小事業主であ

って、 

① 障害者雇用への取組み、取組みの成果、それらの情

報開示の３項目について、項目ごとの合格最低点に

達しつつ、合計で 50 点中 20 点以上を獲得すること 

② 法定雇用率を達成していること 

③ 過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起

算して３年以上経過していること 

④ 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと

等 

の基準を満たした場合に認定事業主になれます。なお、

認定の申請は、事業主の主たる事業所を管轄する都道府

県労働局で行います。 

 

◆制度見直しの動き 

厚生労働省は、もにす認定の基準を、より質を的確に

評価する内容に見直し、新たに大企業も対象に加える等

の案を、「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する

研究会」に示しました。今後の制度見直しの動きにも注

目です。 

【厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に

対する認定制度（もにす認定制度）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html 
 

 

 

 

１月の税務と労務の手続提出期限 
［提出先・納付先］ 

 

13 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けている場

合には、令和 6 年 7 月から 12 月までの徴収分を 1

月 20 日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

2 月 2 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表

＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のもの＞［市

区町村］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10 月～

12 月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第３期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定

所］ 

 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の提出［給

与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］ 

 

社会保険労務士事務所ＮＫサポート 

連 絡 先：〒160－0023  
東京都新宿区西新宿 4-1-10-205 
電 話：03-6304-2745 
F A X：03-6304-2744 
E₋m ai l：info@e-606.net 
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